
「少年院法施行規則及び少年鑑別所法施行規則の一部を改正する省令案」

に関する意見募集の結果について  

 

 

   法 務 省  

令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日   

 

 

 令和３年１１月２９日（月）から同年１２月２９日（水）までの間，

「少年院法施行規則及び少年鑑別所法施行規則の一部を改正する省令案」

についての意見の募集を実施したところ，省令案に関するものとして４件

の御意見を頂きました。「少年院法施行規則及び少年鑑別所法施行規則の

一部を改正する省令」が令和４年２月１日に公布されたことから，頂きま

した御意見及びこれに対する法務省の考え方を下記のとおり公表いたしま

す。  

 なお，本意見募集では，省令案に関する御意見以外に１件の御意見を頂

きました。 

記  

御意見１  

 

 

 

 

少年院法施行規則第五十六条（面会の日の制限）、および少年鑑別所法施

行規則第四十七条（同）の各改正案において、改正案で、面会日の制限の

適用外となる弁護士等の依頼者に「里親」がないので、追記する必要があ

るのではないでしょうか。  



（考え方） 

  今般の省令改正は，少年院法施行規則（平成２７年法務省令第３０

号）第５６条及び少年鑑別所法施行規則（平成２７年法務省令第３１

号）第４７条は，少年法等の一部を改正する法律（令和３年法律第４７

号）により，少年法（昭和２３年法律第１６８号）第１０条の付添人選

任権者が，少年及びその保護者に加え，少年の法定代理人，保佐人，配

偶者，直系の親族及び兄弟姉妹についても拡大されたことに伴い，少年

院法（平成２６年法律第５８号）第９３条等及び少年鑑別所法（平成２

６年法律第５９号）第８１条等が改正されたことを受けて，改正を行う

ものです。 

少年院法施行規則及び少年鑑別所法施行規則における「保護者」の定

義は，少年院法第２条第４号及び少年鑑別所法第２条第７号において

「少年法第２条第２項に規定する保護者をいう」と規定されており，少

年法第２条第２項の「保護者」とは「少年に対して法律上監護教育の義

務ある者及び少年を現に監護する者をいう。」と規定されています。し

たがって，少年を現に監護する「里親」は，「保護者」に当たるものと

認識しております。 

 

御意見２ 

 

 

 

 

少年院法施行規則 16 条  

少年院法施行規則 16 条  

「通告者や証人等の心情を理解しようとする意識が低いこと。」  

「求償権を持つ者から請求が来た又は来る可能性がある理由を理解して

いないこと。」  

も加えるべきである。  

 



（考え方） 

  今般の省令改正は，少年法等の一部を改正する法律により，少年法に

おいて，１８歳及び１９歳の者を特定少年とし，特定少年に対する保護

処分の特例が規定されたことに伴い，特定少年に対する矯正教育とし

て，少年院法第２４条第３項第３号の規定を受けた少年院法施行規則第

１６条に新たな生活指導を追加するものです。 

  御意見については，参考として承ります。 

 

御意見３ 

 

 

 

御意見３ 

 

 

（考え方） 

  今般の省令改正は，少年法等の一部を改正する法律により，少年法，

更生保護法，少年院法及び少年鑑別所法が改正されることに伴い，少年

院法施行規則及び少年鑑別所法施行規則について，必要な改正を行うも

のです。 

  御意見については，参考として承ります。 

 

「少年院法施行規則及び少年鑑別所法施行規則の一部を改正する省令」  

反対します。  

目的がわからない。  

自分の行った犯罪のため服しているのであって、常に忘れてはいけない。 

寮生活をしているわけではない。  

しっかりと贖罪するのが第一です。  



御意見４ 

 

（考え方） 

少年院法及び少年鑑別所法等に基づき適切に運用してまいります。 

 

異論ありません。 

 


